
教育委員意見交換会 

 

日  時  令和 6年 5月 13日（月） 午後 2時 30分～午後 3時 00分 

場  所  堺市役所 高層館 20階 第 1特別会議室 

出席者  関百合子教育長 河盛幹雄委員 新谷奈津子委員 長田翼委員 

      （事務局）櫻田浩樹教育次長 富岡重幸教育監 

            伊藤修士教委総務部長 

渡邉耕太学校教育部長 島原宏文教育課程課参事 

居谷達矢教育政策課長 森本恭明教育政策課長補佐 楠本奈央子教育政策課企画係長 

案件 

・堺市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

・堺市立図書館協議会委員の解任及び任命について 

・いじめの重大事態調査結果報告書を踏まえた今後の対応について 

・令和 5年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価について 

 

・堺市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

推薦団体の役員改選に伴い、委員 1 名を解嘱し、新たに推薦いただく委員 1 名の委嘱を行う予定であること

について報告。 

（主な意見） 

・特になし 

 

 

・堺市立図書館協議会委員の解任及び任命について 

推薦団体の役員改選に伴い、委員 1 名を解任し、新たに推薦いただく委員 1 名の任命を行う予定であること

について報告。 

（主な意見） 

・特になし 

 

 

・いじめの重大事態調査結果報告書を踏まえた今後の対応について 

いじめ重大事態調査結果報告書の提言内容をふまえた今後の対応について説明。 

（主な意見） 

・各学校で、学校いじめ防止基本方針を定めているようだが、作成にあたっての基準は示しているか。また、方

針の点検等は行っているのか。 

➝作成にあたっては、国、市の方針を示し、その内容を踏まえ、各学校において実態に応じた方針を作成してい

る。学校で作成した方針の点検は、学校で、毎年行っている。今後、提言内容を踏まえ、教育委員会事務局で

も点検を行う予定である。 

 

 



・令和 5年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく、第 3 期未来をつくる堺教育プラン（以下「第 3 期プラ

ン」）に掲げた施策の点検・評価について、「第 3 期プラン」の施策目的の達成に向け、以下 2 点を対象として、

点検・評価を実施することについて報告。 

1 「第 3 期プラン」の施策目的の達成に向けて、総合的な学力の育成等、重点的に取り組む項目に関連する

施策及び事業 

2 児童生徒と教職員の学びの視野を広げ、学びの内容を豊かにする観点から、社会教育に関連する施策及

び事業 

（主な意見） 

・特になし 

 

 


